
第９６期  決　　算　　公　　告
福岡市中央区天神二丁目13番1号
株式会社　福 岡 銀 行
取締役頭取　谷　 正 明

貸　借　対　照　表　（平成１９年３月３１日現在）
(単位：百万円)

平成19年6月26日

自 己 株 式
株 主 資 本 合 計
その他有価証券評 価差 額金

利 益 準 備 金
そ の 他利 益剰 余金

別 途 積 立 金

固 定 資 産 圧 縮 積 立金

ソ フ ト ウ ェ ア
その他の無形固定資産 資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金
そ の 他資 本剰 余金3,653繰 延 税 金 資 産

支 払 承 諾 見 返

資 産 の 部 合 計 7,984,001 負債及び純資産の部合計 7,984,001

評価・換算差額等合計 92,785
純 資 産 の 部 合 計 447,249

貸 倒 引 当 金 △ 67,105

手 形 貸 付
証 書 貸 付

取 立 外 国 為 替
そ の 他 資 産

2,807

7,947

建 設 仮 勘 定
その他の有形固定資産

559,508

貸 出 金 5,380,802

特 定 金融 派生 商品
借 用 金
借 入 金

外 国 為 替
578,687

資 本 金
3,880

負 債 の 部 合 計
(純資産の部)

無 形 固 定 資 産
6,882

前 払 費 用 41

先物取引差入証拠金 46

30,893

土 地

6,741
そ の 他 の 資 産

先 物 取引 差金 勘定

未 払 費 用

従 業 員 預 り 金
前 受 収 益

692
未 払 法 人 税 等
未 決 済 為 替 借

買 入 外 国 為 替

特 定 金 融 派 生 商 品

社 債

新 株 予 約 権 付 社 債当 座 貸 越

有 価 証 券

そ の 他 の 証 券

未 払 外 国 為 替
4,099,727

431,000

株 式

12,157
120,309

3,832地 方 債
債券貸借取引受入担保金

特 定 取 引 負 債
国 債

73,560

コ ー ル マ ネ ー

7,536,752

金 融 派 生 商 品
そ の 他 の 負 債

支 払 承 諾
33,282
57,498

特 定 取 引 資 産 7,900

商品有価証券派生商品 0
1,583商 品 有 価 証 券

2,379,577

売 渡 外 国 為 替

社 債

23,097

9,353
3,045

184,049
284

5,047
111,074

貯 蓄 預 金

6,315

89,240
72,400

100,620

そ の 他 の 預 金

定 期 預 金
定 期 積 金

現 金
190,879 6,778,724預 金

金　　　　額
(資産の部)

現 金 預 け 金

科　　　　目 金　　　　額 科　　　　目
(負債の部)

買 入 金 銭 債 権

346,227
3,695,039

105,186
21,724

101,639 当 座 預 金
普 通 預 金預 け 金

コ ー ル ロ ー ン

繰 越 利 益 剰 余 金

通 知 預 金

1,064

15,651

2,044,291

82,595

187,278

645,257

利息返還損失引当金

330

33
230,935
153,687譲 渡 性 預 金

1,141

278

75,663

7
58,051

79,890
58,058

2,060
0

土 地 再 評 価 差 額 金

227,265

45,908

144,220
35,922

354,463
△ 10,752

46,955
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 77

57,498

8

21,591

19,403

資 本 剰 余 金

46,520

602
180,745

128,979

3,832

5

未 収 収 益

金 融 派 生 商 品

26
18,667

割 引 手 形

184,049

53,374

767,479

1,735

外 国 為 替 そ の 他 負 債

100,701
建 物

有 形 固 定 資 産
再評価に係る繰延 税金 負債

給 付 補 て ん 備 金

2,758
外 国 他 店 預 け
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貸借対照表の注記

注 1.
2.

3.

4. デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。
5.

建　物　　３年～５０年
動　産　　２年～２０年

6.

7. 社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。
8. 外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
9. 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

10.

11.

過去勤務債務 発生年度に全額を処理。
数理計算上の差異

有形固定資産の減価償却は、定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであ
ります。

無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、行内における利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却しております。

上記以外の債権については、過去の一定期間におけるデフォルト件数から算出したデフォルト率
等に基づき計上しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生
ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か
ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っ
ております。

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差
等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、取引の
約定時点を基準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上しておりま
す。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価によ
り、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみ
なした額により行っております。

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による原価法又は償却原価法（定
額法）、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他
有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動
平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により
行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理し
ております。

破綻懸念先及び下記24.の貸出条件緩和債権等を有する債務者等で与信額が一定額以上の大口債務
者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もるこ
とができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引
いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見積法）によ
り引き当てております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に
係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権につ
いては、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額
を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大き
いと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、
担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払
能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産
の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上の差異の処
理方法は以下のとおりであります。

各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数
（１０年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌
期から損益処理。

利息返還損失引当金は、平成17年度において子会社であった株式会社福岡カードを合併した際に
承継した権利・義務にかかるもので、利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息等の返還請求
に備えるため必要な額を計上しております。
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12.

13.

14.

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
15.
16. 関係会社の株式(及び出資)総額 百万円
17. 関係会社に対する金銭債権総額 百万円

（うち貸出金9,111百万円、その他224百万円）
18. 関係会社に対する金銭債務総額 百万円

（うち預金18,144百万円、借用金51,200百万円、その他398百万円）
19. 有形固定資産の減価償却累計額 百万円
20. 有形固定資産の圧縮記帳額 百万円
21.

22.

23. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は７４５百万円であります。

24. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は５１，０１７百万円であります。

25.

なお、22.から25.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
26.

27. 担保に供している資産は次のとおりであります。

　担保に供している資産
　　有価証券 百万円
　担保資産に対応する債務
　　預金 百万円
　　債券貸借取引受入担保金 百万円
　　借用金 百万円

子会社、子法人等及び関連法人等の借入金等にかかる担保提供資産はありません。
また、その他の資産のうち保証金は１，８３５百万円であります。
なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しております
が、これにより引き渡した商業手形及び買入外国為替はありません。

２６，９４９
１２０，３０９
９４，０００

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券
２６１，７２５百万円及びその他の資産１４百万円を差し入れております。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利
息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻
先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。
破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は
１３１，２９５百万円であります。

手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しております。これにより
受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を
有しておりますが、その額面金額は８２，９２５百万円であります。

６５３，８５８

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している
貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引について
は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

貸出金のうち、破綻先債権額は９，４１１百万円、延滞債権額は７０，１２２百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により
元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償
却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和４
０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事
由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を
図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

４，８４４
９，３３５

６９，７４３

５６，９２６

貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部等については、所有権移転外ファイナン
ス・リース契約により使用しております。

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外
貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会
報告第２５号。以下「業種別監査委員会報告第２５号」という。）に規定する繰延ヘッジによってお
ります。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う
通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務
等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性
を評価しております。

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計
基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 ２４
号。以下「業種別監査委員会報告第２４号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・
貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定
し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ
手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。

７，５６３

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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28.

再評価を行った年月日 平成１０年３月３１日
同法律第３条第３項に定める

再評価の方法

百万円
29.

30.

31.

32.

33. １株当たりの純資産額 円 ８６ 銭

34.

売買目的有価証券
（単位：百万円）

満期保有目的の債券で時価のあるもの
（単位：百万円）

その他

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものは該当ありません。
その他有価証券で時価のあるもの

（単位：百万円）

株　式
債　券
　国　債
　地方債
　社　債
その他
合　計

　市場価格のある株式
期末日の時価が取得原価の３０％以上下落した全銘柄

　市場価格のない株式
実質価額が取得原価に比べ５０％以上下落した銘柄

18,488

なお、上記の評価差額から繰延税金負債２７，０９３百万円を差し引いた額４５，９０８百万円
を、「その他有価証券評価差額金」として計上しております。
また、当期において、その他有価証券で時価（市場価格又は合理的に算定された価額）のある株
式のうち取得原価に比べ時価が著しく下落した銘柄について４８６百万円減損処理を行っており
ます。なお、当行の減損処理基準は以下のとおりであります。

有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」
「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「商品有価証券」が含まれております。
以下38.まで同様であります。

1,842,463 1,915,465 73,002 91,490

2,602
535,394 541,878 6,483 10,127 3,643
511,979 510,420 △ 1,559 1,043

47673,981 73,560 △ 420 55

14,590
656,518 645,257 △ 11,261 250 11,511

1,242,478 1,229,238 △ 13,240 1,350

うち益 うち損

64,590 144,349 79,759 80,013 253

取 得 原 価
貸 借 対 照 表 評 価 差 額
計 上 額

うち益 うち損

3,000 2,985 △ 14 ― 14

貸 借 対 照 表
時　　　　価

差　　　　額
計 上 額

貸借対照表計上額 当期の損益に含まれた評価差額
売買目的有価証券 1,583 8

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号平成１４
年９月２５日）が平成１８年１月３１日付で改正され、会社法施行日以後終了する事業年度から
適用されることになったことに伴い、当期から同適用指針を適用し、１株当たりの純資産額は
「繰延ヘッジ損益」を含めて算出しております。これにより、従来の方法に比べ1株当たりの純資
産額は１０銭減少しております。

６２７

新株予約権付社債は、旧商法第３４１条ノ２の規定に基づき発行された劣後特約付無担保転換社
債であります。

借入金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金
８９，２００百万円が含まれております。

「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（証券取引法第２条３項）による社債に対する当
行の保証債務の額は４２，６０８百万円であります。

社債には、期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）が８０，０００百万円含まれておりま
す。

３８，８４２

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布
政令第１１９号）第２条第４号に定める算定方法に基づき、地
価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の
価額（路線価）を基準として時価を算出しております。

同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用
土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、事業用の土地
の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税
金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の
部に計上しております。

－４－



35. 当期中に売却した満期保有目的の債券は該当ありません。
36. 当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。

（単位：百万円）

37.
金　　　額

満期保有目的の債券 該当ありません
子会社・子法人等株式及び関連法人等株式

子会社・子法人等株式 百万円
関連法人等株式 百万円

その他有価証券
事業債 百万円
非上場株式 百万円
優先出資証券 百万円
投資事業有限責任組合等 百万円

38.

（単位：百万円）

債　券
　国　債
　地方債
　社　債
その他
合　計

39.

40. 「繰延税金資産」及び「繰延税金負債」の発生の主な原因別内訳は次のとおりであります。
　繰延税金資産
　　貸倒引当金損金算入限度超過額 百万円
　　退職給付引当金損金算入限度超過額 百万円
　　有価証券償却 百万円
　　減価償却損金算入限度超過額 百万円
　　その他 百万円
　　繰延税金資産小計 百万円
　　評価性引当額 百万円
　　繰延税金資産合計 百万円
　繰延税金負債
　　その他有価証券評価差額 百万円
　　退職給付信託設定益 百万円
　　固定資産圧縮積立金 百万円
　　その他 百万円
　　繰延税金負債合計 百万円
　繰延税金資産の純額 百万円

△５３３
△０

△３６，４４７
３，６５３

△４，８６０
４０，１０１

△２７，０９３
△８，８１９

２，５６６
１，６４２
５，６０１

４４，９６２

当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受
けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付ける
ことを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は２，１１４，６６９百万円
であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが
１，９８０，７０５百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その
ものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの
契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行
申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられてお
ります。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後
も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直
し、与信保全上の措置等を講じております。

２６，８５７
８，２９４

229,238
57,409 202,457 176,204 72,530

256,859 895,634 405,196

－83,930 410,235 65,342
－

102,763 235,293 150,492 156,707
12,755 47,647 13,157

１０  年  超
５ 年 以 内 １ ０ 年 以 内

199,449 693,176 228,992 156,707

１　年　以　内 １ 年 超 ５ 年 超

６，９９５

その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額は次のと
おりであります。

売却益の合計額

時価のない有価証券のうち、主なものの内容と貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
内　　　容

３，２１５
１，６０３

３９，７７９
２５，０００

その他有価証券

４９，０８８

811
売却額 売却損の合計額

105,260 2,174

－５－



41.

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

①

②

③

42.

43. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
事業年度末日における取得原価相当額 百万円
事業年度末日における減価償却累計額相当額 百万円
事業年度末日における未経過リース料相当額 百万円

44. 銀行法施行規則第１９条の２第１項第３号ロ(10)に規定する単体自己資本比率 11.16 ％

1.

（1）企業結合の目的

（2）「株式会社ふくおかフィナンシャルグループ」の概要

商号 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
住所 福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号
代表者 取締役会長兼社長　　谷　正明
資本金 １，０００億円
事業の内容 銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経

営管理、ならびにそれに付帯する業務

決算後に生じた当行の状況に関する重要な事象（重要な後発事象）

株式会社福岡銀行と株式会社熊本ファミリー銀行は、平成19年4月2日付で共同株式移転により完全
親会社「株式会社ふくおかフィナンシャルグループ」を設立いたしました。
この結果、当行の主要株主に異動があり、当行は「株式会社ふくおかフィナンシャルグループ」の
完全子会社となりました。

両行は、相互の営業ネットワークの拡大による顧客サービスの向上を実現し、金融サー
ビスを通じて地域社会に対してより多くの貢献を果たすとともに、従業員の満足度を向
上し、両行の企業価値を持続的に成長させることでステークホルダーの期待を超える金
融グループの実現を目指してまいります。

「動産不動産」は、「有形固定資産」、「無形固定資産」または「その他資産」に区分して
表示しております。
「動産不動産」中の「土地建物動産」は、「有形固定資産」中の「建物」「土地」「その他
の有形固定資産」に区分表示し、「建設仮払金」は、「有形固定資産」中の「建設仮勘定」
として表示しております。

「動産不動産」中の「保証金権利金」のうち権利金は、「無形固定資産」中の「その他の無
形固定資産」として、保証金は、「その他資産」中の「その他の資産」として表示しており
ます。

また、両行は相互のスピーディーな成長の実現に向け、より効率的な経営資源を活用す
るとともに、より有効に両行のブランド価値を高めることでさらに広範な金融サービス
をさらに広域に展開してまいります。

11,905
7,303
4,749

「その他資産」中の「その他の資産」に含めて表示していたソフトウェアは、「無形固定資
産」中の「ソフトウェア」として表示しております。

共同利用型基幹システムの開発のため、電子計算機を株式会社広島銀行と共同賃借し、そのリー
ス債務４２８百万円について相互に保証しております。

「株式等評価差額金」は、「その他有価証券評価差額金」として表示しております。

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号平成１７年１２月９
日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適
用指針第８号平成１７年１２月９日）が会社法施行日以後終了する事業年度から適用されること
になったこと等から、「銀行法施行規則」（昭和５７年大蔵省令第１０号）別紙様式が「無尽業
法施行細則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第６０号平成１８年４月２８日）により改
正され、平成１８年４月１日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当
期から以下のとおり表示を変更しております。

「資本の部」は「純資産の部」とし、株主資本及び評価・換算差額等に区分のうえ表示して
おります。なお、当期末における従来の「資本の部」の合計に相当する金額は
４４７，３２７百万円であります。

「利益剰余金」に内訳表示していた「任意積立金」及び「当期未処分利益」は、「その他利
益剰余金」の「固定資産圧縮積立金」「別途積立金」及び「繰越利益剰余金」として表示し
ております。

純額で「繰延ヘッジ損失」（又は「繰延ヘッジ利益」）として「その他資産」（又は「その
他負債」）に計上していたヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、税効果額を控除のうえ評
価・換算差額等の「繰延ヘッジ損益」として相殺表示しております。

－６－



（3）主要株主の異動
① 当該異動にかかる主要株主の名称

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
② 株式の移転比率及び算定方法

イ．当行の普通株式1株に対し、「株式会社ふくおかフィナンシャルグループ」の普通株式1株
ロ．熊本ファミリー銀行の普通株式1株に対し、「株式会社ふくおかフィナンシャルグループ」
　　の普通株式0.217株
ハ．熊本ファミリー銀行の第一回第一種優先株式1株に対し、「株式会社ふくおかフィナンシャ
　　ルグループ」の第一種優先株式1株
ニ．熊本ファミリー銀行の第一回第二種優先株式1株に対し、「株式会社ふくおかフィナンシャ
　　ルグループ」の第二種優先株式1株

③ 交付株式数 （設立日現在）
　普通株式 株
　第一種優先株式 株
　第二種優先株式 株

④

異動前 個 ― ％

異動後 個 100 ％

⑤ 当該異動の年月日

2.

当該株式交換の目的

株式交換比率

株式交換比率の算定根拠

株式移転比率の算定に際し、両行はみずほ証券株式会社を財務アドバイザーに任命しまし
た。同社は市場株価基準法、ＤＣＦ法及び時価純資産法による分析を行ったうえで、その結
果を両行に提示しております。さらに当行は株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳを、熊本ファミリー
銀行はデロイトトーマツＦＡＳ株式会社を財務アドバイザーに任命し、各々株式移転比率の
検証を依頼し、財務的見地から公正である旨の意見書を受領しております。

755,916,290

729,113

平成１９年４月２日

（1）

18,742,000
40,000,000

当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主の議決権に
対する割合

―

当行は、平成19年4月17日開催の取締役会において、「株式会社ふくおかフィナンシャルグルー
プ」（以下「ふくおかフィナンシャルグループ」といいます。）を完全親会社とする会社法
７６７条の規定に基づく株式交換契約を承認することを決議し、契約を締結しております。

ふくおかフィナンシャルグループは、当行及び株式会社熊本ファミリー銀行による平成19年4
月2日を効力発生日とする共同株式移転により設立されましたが、当行が発行する第２回劣後
特約付無担保転換社債がふくおかフィナンシャルグループに承継されないことから、本転換
社債の転換請求期間満了日までに本転換社債の転換により交付される当行の普通株式のすべ
てをふくおかフィナンシャルグループの普通株式に交換し、当行がふくおかフィナンシャル
グループの完全子会社となるために、今回の株式交換を行うこととするものです。

当行の普通株式１株に対し、ふくおかフィナンシャルグループの普通株式１株を割当交付し
ます。ただし、ふくおかフィナンシャルグループが所有する当行普通株式については割当交
付を行いません。

上記の株式交換比率については、当行の依頼に基づき、株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳが、一定
の前提の下にディスカウンテッド・キャッシュフロー法及び株価倍率法によって当行とふく
おかフィナンシャルグループそれぞれの１株あたり株主資本価値を算出したうえ、財務的見
地から妥当である旨の意見を表明しております。当行としては、かかる株主資本価値の算出
根拠及び意見を踏まえ、当行株式に対する非流動性割引その他の事情も総合的に考慮して、
株式交換比率を算定いたしました。なお、この比率は、平成19年4月2日を効力発生日として
行われた当行及び株式会社熊本ファミリー銀行による共同株式移転における当行普通株式と
ふくおかフィナンシャルグループの普通株式との株式移転比率と同一であります。

（2）

（3）

―７―



(単位：百万円)

平成 １８ 年 ４ 月 　１ 日 から
平成 １９ 年 ３ 月 ３１ 日 まで損 益 計 算 書

金 融 派 生 商 品 収 益 840

135,338
97,860

897

11,576
22,490

1
486

809

5,891
1,667

71,655

305
85

3,735
56,347経 常 利 益

そ の 他 の 経 常 費 用

株 式 等 売 却 損
株 式 等 償 却

0

1,199

3,533
9,079

495
526

30,121

1,607
3,666

567

121,481

2,059

15

128
12,743

1,055

5,565
1

7,528

支 払 為 替 手 数 料
そ の 他 の 役 務 費 用

2,448
807

13
1,627

2,059

2,305

そ の 他 経 常 費 用
貸 倒 引 当 金 繰 入 額

営 業 経 費

借 用 金 利 息

そ の 他 業 務 費 用
国 債 等 債 券 売 却 損

社 債 利 息

社 債 発 行 費 償 却
そ の 他 の 業 務 費 用

経 常 費 用

そ の 他 経 常 収 益

売 渡 手 形 利 息
債券貸借取引支払利息

株 式 等 売 却 益
そ の 他 の 経 常 収 益

譲 渡 性 預 金 利 息
コ ー ル マ ネ ー 利 息

そ の 他 の 役 務 収 益

そ の 他 業 務 収 益

国 債 等 債 券 売 却 益

特 定 取 引 収 益
商 品 有 価 証 券 収 益

その他の特定取引収益

外 国 為 替 売 買 益

特定金融派生商品収益

2
34,067

買 入 手 形 利 息

受 入 為 替 手 数 料

501

563
940

0
154

科　　　　　　目

信 託 報 酬

金　　　　　　　　　額

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益

そ の 他 の 受 入 利 息

預 け 金 利 息

177,829

そ の 他 の 業 務 収 益

資 金 調 達 費 用
預 金 利 息

貸 出 金 利 息
有 価 証 券 利 息 配 当 金
コ ー ル ロ ー ン 利 息

金利スワップ受入利息

役 務 取 引 等 収 益

35,318

そ の 他 の 支 払 利 息
役 務 取 引 等 費 用 12,612

新株予約権付社債利息
金利スワップ支払利息

－８－



(単位：百万円)

損益計算書の注記
注  1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 関係会社との取引による収益
資金運用取引に係る収益総額 百万円
役務取引等に係る収益総額 百万円
その他業務・その他経常取引に係る収益総額 百万円

関係会社との取引による費用
資金調達取引に係る費用総額 百万円
その他業務・その他経常取引に係る費用総額 百万円
その他の取引に係る費用総額 百万円

3. １株当たりの当期純利益金額 ４８ 円 銭
4. ４５ 円 銭
5.

6.

7.

8. 関連当事者との取引
（1）関連会社等

期末残高

―

―

―

保証料については、市場情勢等を勘案し合理的に決定しております。

（2）役員及び個人主要株主等

期末残高

25,242

8,724

399

貸出金取引並びに保証取引については、一般と同条件にて行っております。

６，４０１
２７

１３２

従来は損益計算書の末尾において当期未処分利益の計算を表示しておりましたが、当期より株主
資本変動計算書を作成し、資本金、準備金及び剰余金の状況を表示しております。なお、これに
伴い、利益処分計算書は当期より作成しておりません。

特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当期中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等に
ついては前期末と当期末における評価損益の増減額を、派生商品については前期末と当期末にお
けるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。

特定取引目的の取引については、取引の約定時点を基準とし、当該取引からの損益を損益計算書
上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。

６２７

７１

「その他の経常費用」には、利息返還損失引当金繰入１，１４１百万円、債権売却損４５３百万
円を含んでおります。

２５
潜在株式調整後１株当たりの当期純利益金額

32,984
△ 1,098

54,849
22,962

６４
４４７

科　　　　　目 金　　　　　　　額

固 定 資 産 処 分 益 0
特 別 利 益 0

当 期 純 利 益

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損

税 引 前 当 期 純 利 益
減 損 損 失

法 人 税 等 調 整 額
法人税､住民税及び事業税

1,499
439

1,060

科目

貸出金の
被保証

1,327,495

資本金 事業の内
容

議決権等の
所有割合

関連当
事者と
の関係

取引内容 取引金額

保証料の
支払

業務委託
費の受取

30
借入債務
の保証業

務

所有
直接45％ ― 1,413

389

―

―

―

種類 会社名 所在地

福岡市
西区

ふくぎん
保証株式

会社

関連
会社

氏名

芦塚 日出美

長尾　亜夫

役員及
びその
近親者

種類 職業

当行監査役
九州電力㈱
代表取締役副社長

議決権等
の所有割

合

関連当事者
との関係

取引金額 科目

― ― 資金の貸付 △ 8,314 貸出金

― ―
債務保証

取引内容

注

注

（単位　百万円）

（単位　百万円）

592

52

貸出金

支払承
諾見返

資金の貸付当行監査役
西日本鉄道㈱
代表取締役社長

－９－



(単位：百万円)

　注 1.　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　　 2.　元本補てん契約のある信託については、平成１９年３月３１日現在取扱残高がありません。

432金 銭 信 託

金 額

有 価 証 券

資 産 金 額 負 債

(平成１９年３月３１日現在)

(参　考)

信 託 財 産 残 高 表

432 432合 計 合 計

現 金 預 け 金

268

163
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(１)連結の範囲に関する事項

①連結される子会社及び子法人等 １１社

会　社　名

②非連結の子会社及び子法人等は該当ありません。               　　　  　　　

(２)持分法の適用に関する事項
①持分法適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等 ２社

会　社　名

②持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等、関連法人等は該当ありません。　　　

(３)連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
①連結される子会社及び子法人等の決算日は次のとおりであります。

６月末日 ３社

３月末日 ８社

②６月末日を決算日とする連結される子会社は、３月末日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表

　により連結しております。

(４)連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価に関する事項
連結される子会社及び子法人等の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

(５)のれんの償却に関する事項
のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。

連結計算書類の作成方針

前 田 証 券 株 式 会 社

子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基
づいております。

有限会社マーキュリー・アセット・コーポレーション

有限会社ジュピター・アセット・コーポレーション

な お 、 Fukuoka Preferred Capital Cayman Limited 、 Fukuoka Preferred Capital 2
Cayman Limitedは、設立により当連結会計年度から連結の範囲に含めております。

Fukuoka Preferred Capital Cayman Limited

Fukuoka Preferred Capital 2 Cayman Limited

福 岡 コ ン ピ ュ ー タ ー サ ー ビ ス 株 式 会 社

ふ く ぎ ん 保 証 株 式 会 社

九州技術開発１号投資事業有限責任組合
なお、九州技術開発１号投資事業有限責任組合は、設立により当連結会計年度から持分法
適用の関連会社としております。

また「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」
（実務対応報告第２０号平成１８年９月８日）が公表されたこと並びに重要性が増したこ
と等により、当連結会計年度より以下の投資事業組合も連結の範囲に含めております。

有限責任中間法人ふくおか・アセット・ホールディングス

福 銀 オ フ ィ ス サ ー ビ ス 株 式 会 社

福 銀 事 務 サ ー ビ ス 株 式 会 社

福 銀 不 動 産 調 査 株 式 会 社

ふ く お か 債 権 回 収 株 式 会 社
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　　連結貸借対照表　　　（ 平成 １９年 ３月 ３１日現在）　

（単位：百万円）

科　　　　　目

（　負　債　の　部　）
191,373 預 金 6,773,410
72,400 譲 渡 性 預 金 143,487

108,366 コールマネー及び売渡手形 12,157
7,900 債券貸借取引受入担保

金 120,309
2,046,071 特 定 取 引 負 債 3,832
5,373,526 借 用 金 133,253

2,758 外 国 為 替 284
60,584 社 債 111,074

129,555 新 株 予 約 権 付 社 債 5,047
建 物 22,061 そ の 他 負 債 90,751
土 地 100,701 退 職 給 付 引 当 金 434
建 設 仮 勘 定 2,807 利 息 返 還 損 失 引 当 金 1,141
その他の有形固定資産 3,985 再評価に係る繰延税金負債 33,282

8,153 負 の の れ ん 59
ソ フ ト ウ ェ ア 7,080 支 払 承 諾 57,498
その他の無形固定資産 1,073 負 債 の 部 合 計 7,486,023

8,026 （　純　資　産　の　部　）
57,498 資 本 金 79,890

△ 77,686 資 本 剰 余 金 58,165
利 益 剰 余 金 231,025
自 己 株 式 △10,758
株 主 資 本 合 計 358,322
その他有価証券評価差額金 45,912
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △77
土 地 再 評 価 差 額 金 46,955
評 価 ・換 算 差 額 等 合 計 92,790
少 数 株 主 持 分 51,393
純 資 産 の 部 合 計 502,506

資 産 の 部 合 計 7,988,529 負債及び純資産の部合計 7,988,529

特 定 取 引 資 産

金　　　額 金　　　額

（　資　産　の　部　）

有 形 固 定 資 産

科　　　　　目

支 払 承 諾 見 返

有 価 証 券

貸 出 金

外 国 為 替

そ の 他 資 産

現 金 預 け 金

コールローン及び買入手形

買 入 金 銭 債 権

貸 倒 引 当 金

無 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産
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  連結貸借対照表の注記

注 1.
2.

3.

4. デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。
5.

建　物　　３年～５０年
動　産　　２年～２０年

6.

7.
8.

9.

10.

11.

過去勤務債務 発生年度に全額を処理。
数理計算上の差異

12.

当行の有形固定資産の減価償却は、定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとお
りであります。

当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等のリース物件の所有権が借主に移転すると認め
られるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理に
よっております。

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定
の年数（１０年）による定額法により按分した額をそれぞれ発
生の翌連結会計年度から損益処理。

金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差
等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、取引の
約定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上しており
ます。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日の時価
により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日において決済した
ものとみなした額により行っております。

連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、主として当行と同様の処理を行って
おります。

社債発行費は支出時に全額費用として処理しております。
当行の外貨建資産・負債については、連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。

無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（５年）に基づいて
償却しております。

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による原価法又は償却原価法（定
額法）、その他有価証券のうち時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価
法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による原価法又
は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産
直入法により処理しております。

当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係
る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権について
は、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計
上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと
認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の
処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を
総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び下記23.の貸出条件緩和債権等を有する債務者等で与信額が一定額以上の大口債
務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もる
ことができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割
引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ･フロー見積法)によ
り引き当てております。
上記以外の債権については、過去の一定期間におけるデフォルト件数から算出したデフォルト率
等に基づき計上しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生
ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署か
ら独立した資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っ
ております。
連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金については、貸倒実績率等に基づく処理を行ってお
ります。

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務債務及び数理計算上
の差異の処理方法は以下のとおりであります。

利息返還損失引当金は、当行が平成17年度において連結子会社であった株式会社福岡カードを合
併した際に承継した権利・義務にかかるもので、利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息等
の返還請求に備えるため必要な額を計上しております。

－13－



13.

14.

なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
15.

16. 「繰延税金資産」及び「繰延税金負債」の発生の主な原因別内訳は次のとおりであります。

　繰延税金資産
　　貸倒引当金 百万円
　　退職給付引当金 百万円
　　有価証券償却 百万円
　　減価償却 百万円
　　その他 百万円
　　繰延税金資産小計 百万円
　　評価性引当額 百万円
　　繰延税金資産合計 百万円
　繰延税金負債
　　その他有価証券評価差額 百万円
　　退職給付信託設定益 百万円
　　固定資産圧縮積立金 百万円
　　その他 百万円
　　繰延税金負債合計 百万円
　繰延税金資産の純額 百万円

17. 関係会社の株式（及び出資）総額（連結子会社及び連結子法人等の株式を除く） 百万円
18. 有形固定資産の減価償却累計額 百万円
19. 有形固定資産の圧縮記帳額 百万円
20.

21.

22. 貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は７４５百万円であります。

23. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は５１，０１７百万円であります。

24.

なお、21.から24.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

５７，９９８
７，５６３

貸出金のうち、破綻先債権額は９，７０３百万円、延滞債権額は７０，１６３百万円でありま
す。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由に
より元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金
（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施
行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由又は同項第
４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

連結貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機の一部等については、所有権移転外ファ
イナンス・リース契約により使用しております。

△３６，４５５
８，０２６

３０，８３４

△８，８１９
△５３３

△０

４９，３４２

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支
援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

△４，８６０
４４，４８２

△２７，１０１

当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業
における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業
種別監査委員会報告第２５号。以下「業種別監査委員会報告第２５号」という。）に規定する繰
延ヘッジによっております。

当行並びに国内の連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方
式によっております。

８，４５７
２，５７４
１，６４３
５，８３２

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で
行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭
債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより
ヘッジの有効性を評価しております。

当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金
融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員
会報告第２４号。以下「業種別監査委員会報告第２４号」という。）に規定する繰延ヘッジに
よっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、
ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間
毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジ
については、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をし
ております。

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延して
いる貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減
免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸
出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は
１３１，６２９百万円であります。

２，８７０
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25.

26. 担保に供している資産は次のとおりであります。
　担保に供している資産
　　有価証券 百万円
　担保資産に対応する債務
　　預金 百万円
　　債券貸借取引受入担保金 百万円
　　借用金 百万円

関連法人等の借入金等にかかる担保提供資産はありません。

27.

再評価を行った年月日 平成１０年３月３１日
同法律第３条第３項に定める
再評価の方法

百万円
28.

29.

30.

31.

32. １株当たりの純資産額 円 ２９ 銭

33.

売買目的有価証券
（単位：百万円）

満期保有目的の債券で時価のあるもの
（単位：百万円）

国債
その他
合計

売買目的有価証券 1,583

新株予約権付社債は、旧商法第３４１条ノ２の規定に基づき発行された劣後特約付無担保転換社
債であります。

６３３

8

「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（証券取引法第２条３項）による社債に対する保
証債務の額は４２，６０８百万円であります。

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号平成１４
年９月２５日）が平成１８年１月３１日付で改正され、会社法施行日以後終了する連結会計年度
から適用されることになったことに伴い、当連結会計年度から同適用指針を適用し、１株当たり
の純資産額は「繰延ヘッジ損益」を含めて算出しております。これにより、従来の方法に比べ1
株当たりの純資産額は１１銭減少しております。

連結貸借対照表計上額 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額

連 結 貸 借
うち益

６５３，８５８

２６，９４９

なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しておりま
すが、これにより引き渡した商業手形及び買入外国為替はありません。
土地の再評価に関する法律（平成１０年３月３１日公布法律第３４号）に基づき、当行の事業用
の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る
繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純
資産の部に計上しております。

土地の再評価に関する法律施行令（平成１０年３月３１日公布
政令第１１９号）第２条第４号に定める算定方法に基づき、地
価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の
価額（路線価）を基準として時価を算出しております。

また、その他資産のうち保証金は１，７３０百万円であります。

９４，０００
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券
２６１，７２５百万円及びその他資産６１百万円を差し入れております。

手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しております。これに
より受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分でき
る権利を有しておりますが、その額面金額は８２，９２５百万円であります。

１２０，３０９

同法律第１０条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と
当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額

３８，８４２
借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金
３８，０００百万円が含まれております。
社債には、期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）が８０，０００百万円含まれております。

有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「有価証
券」のほか、「特定取引資産」中の商品有価証券が含まれております。以下37.まで同様であり
ます。

うち損

6,014 5,980 △ 33 ― 33

時　　　　価 差　　　　額
対 照 表 計 上 額

3,000
2,994
2,985

3,014 19
14

△ 19
△ 14

―
―
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その他有価証券で時価のあるもの
（単位：百万円）

株　式
債　券
　国　債
　地方債
　社　債
その他
合　計

　市場価格のある株式

　市場価格のない株式
実質価額が取得原価に比べ５０％以上下落した銘柄

34. 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券は該当ありません。
35. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。

（単位：百万円）

36.

金　　　額
満期保有目的の債券 該当ありません
その他有価証券

事業債 百万円
非上場株式 百万円
優先出資証券 百万円
投資事業有限責任組合等 百万円

37.

（単位：百万円）

債　券
　国　債
　地方債
　社　債
その他
合　計

38.

４９，０８８
３９，９６７
２５，０００

６，９９５
その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額は次のと
おりであります。

１　年　以　内 １ 年 超 ５ 年 超 １０  年  超５ 年 以 内

その他有価証券 105,260 2,174 811

　　　連結会計年度末日の時価が取得原価の３０％以上下落した全銘柄

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

なお、上記の評価差額から繰延税金負債２７，１０１百万円を差し引いた額４５，９１９百万円
のうち少数株主持分相当額６百万円を控除した額に、持分法適用会社が所有するその他有価証券
に係る評価差額金のうち親会社持分相当額０百万円を加算した額４５，９１２百万円を「その他
有価証券評価差額金」として計上しております。

また、当連結会計年度において、その他有価証券で時価（市場価格又は合理的に算定された価
額）のある株式のうち取得原価に比べ時価が著しく下落した銘柄について４８６百万円減損処理
を行っております。なお、減損処理基準は以下のとおりであります。

取 得 原 価

１ ０ 年 以 内

連 結 貸 借 評 価 差 額
対 照 表 計 上 額 うち益 うち損

65,098 144,875 79,777 80,090 313
14,590

656,518 645,257 △ 11,261 250 11,511
1,242,478 1,229,238 △ 13,240 1,350

476
511,979 510,420 △ 1,559 1,043 2,602
73,981 73,560 △ 420 55

3,643
1,842,971 1,915,992 73,020 91,568 18,547
535,394 541,878 6,483 10,127

150,492 156,707
199,449 696,190 228,992 156,707

405,196 229,238

83,930 410,235 65,342

当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受
けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付ける
ことを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は２，１０５，０９４百万円
であります。このうち原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものが
１，９７１，１３０百万円あります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高その
ものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を
与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他
相当の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融
資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約
時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定め
ている行内（社内）手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全
上の措置等を講じております。

－

256,859 898,648
176,204 72,530

－
12,755 47,647

57,409 202,457

102,763 238,307

時価のない有価証券のうち、主なものの内容と連結貸借対照表計上額は、次のとおりでありま
す。

13,157

内　　　容
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39.

退職給付債務 百万円
年金資産（時価） 百万円
　(うち退職給付信託の年金資産 百万円)
未積立退職給付債務 百万円
会計基準変更時差異の未処理額 百万円
未認識数理計算上の差異 百万円
未認識過去勤務債務(債務の減額) 百万円
連結貸借対照表計上額の純額 百万円
　　　　前払年金費用 百万円
　　　　退職給付引当金 百万円

40.

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

①

②

（6）

41.

42.

43. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引
連結会計年度末日における取得原価相当額 百万円
連結会計年度末日における減価償却累計額相当額 百万円
連結会計年度末日における未経過リース料相当額 百万円

44. 銀行法施行規則第１７条の５第１項第３号ロに規定する連結自己資本比率 ％11.29

12,431
7,648
4,940

負債の部に独立掲記していた「連結調整勘定」は、「負ののれん」として表示しておりま
す。

「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（実務対応
報告第２０号平成１８年９月８日）が公表日以後終了する連結会計年度に係る連結財務諸表から
適用されることになったことに伴い、当連結会計年度から同実務対応報告を適用しております。
なお、これによる連結貸借対照表等に与える影響は軽微であります。

「動産不動産」は、「有形固定資産」、「無形固定資産」または「その他資産」に区分し
て表示しております。
これにより、従来の「動産不動産」中の「建物土地動産」については、「有形固定資産」
中の「建物」「土地」「その他の有形固定資産」として、また「建設仮払金」については
「有形固定資産」中の「建設仮勘定」として表示しております。

また、「動産不動産」中の保証金権利金のうち権利金は、「無形固定資産」中の「その他
の無形固定資産」に、保証金は、「その他資産」として表示しております。
「その他資産」に含めて表示していたソフトウェアは、「無形固定資産」中の「ソフト
ウェア」として表示しております。

△６９，５１３

「資本の部」は「純資産の部」とし、株主資本、評価・換算差額等及び少数株主持分に区
分のうえ表示しております。なお、当連結会計年度末における従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は４５１，１９０百万円であります。

純額で「繰延ヘッジ損失」（又は「繰延ヘッジ利益」）として「その他資産」（又は「そ
の他負債」）に含めて計上していたヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、税効果額を控
除のうえ評価・換算差額等の「繰延ヘッジ損益」として相殺表示しております。

当行は、共同利用型基幹システムの開発のため、電子計算機を株式会社広島銀行と共同賃借し、
そのリース債務４２８百万円について相互に保証しております。

－
△２０，５４４

１０７，８６２
５８，２１５

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号平成１７年１２月９
日）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適
用指針第８号平成１７年１２月９日）が会社法施行日以後終了する連結会計年度から適用される
ことになったこと等から、「銀行法施行規則」（昭和５７年大蔵省令第１０号）別紙様式が「無
尽業法施行細則等の一部を改正する内閣府令」（内閣府令第６０号平成１８年４月２８日）によ
り改正され、平成１８年４月１日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴
い、当連結会計年度から以下のとおり表示を変更しております。

「株式等評価差額金」は、「その他有価証券評価差額金」として表示しております。

負債の部の次に表示していた「少数株主持分」は、純資産の部に表示しております。

△４３４

３８，３４９

１８，２３９

当連結会計年度末の退職給付債務等は以下のとおりであります。

－
１７，８０５
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1.

（1）企業結合の目的

（2）「株式会社ふくおかフィナンシャルグループ」の概要

商号 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
住所 福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号
代表者 取締役会長兼社長　　谷　正明
資本金 １，０００億円
事業の内容

（3）主要株主の異動

① 当該異動にかかる主要株主の名称
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

② 株式の移転比率及び算定方法
イ．当行の普通株式1株に対し、「株式会社ふくおかフィナンシャルグループ」の普通株式1株
ロ．熊本ファミリー銀行の普通株式1株に対し、「株式会社ふくおかフィナンシャルグループ」
　　の普通株式0.217株
ハ．熊本ファミリー銀行の第一回第一種優先株式1株に対し、「株式会社ふくおかフィナンシャ
　　ルグループ」の第一種優先株式1株
ニ．熊本ファミリー銀行の第一回第二種優先株式1株に対し、「株式会社ふくおかフィナンシャ
　　ルグループ」の第二種優先株式1株

③ 交付株式数 （設立日現在）
　普通株式 株
　第一種優先株式 株
　第二種優先株式 株

④

異動前 個 ― ％

異動後 個 100 ％

⑤ 当該異動の年月日

株式移転比率の算定に際し、両行はみずほ証券株式会社を財務アドバイザーに任命しまし
た。同社は市場株価基準法、ＤＣＦ法及び時価純資産法による分析を行ったうえで、その結
果を両行に提示しております。さらに当行は株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳを、熊本ファミリー
銀行はデロイトトーマツＦＡＳ株式会社を財務アドバイザーに任命し、各々株式移転比率の
検証を依頼し、財務的見地から公正である旨の意見書を受領しております。

755,916,290
18,742,000

決算後に生じた企業集団の状況に関する重要な事象（重要な後発事象）

銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経
営管理、ならびにそれに付帯する業務

株式会社福岡銀行と株式会社熊本ファミリー銀行は、平成19年4月2日付で共同株式移転により完
全親会社「株式会社ふくおかフィナンシャルグループ」を設立いたしました。
この結果、当行の主要株主に異動があり、当行は「株式会社ふくおかフィナンシャルグループ」
の完全子会社となりました。

両行は、相互の営業ネットワークの拡大による顧客サービスの向上を実現し、金融サービス
を通じて地域社会に対してより多くの貢献を果たすとともに、従業員の満足度を向上し、両
行の企業価値を持続的に成長させることでステークホルダーの期待を超える金融グループの
実現を目指してまいります。
また、両行は相互のスピーディーな成長の実現に向け、より効率的な経営資源を活用すると
ともに、より有効に両行のブランド価値を高めることでさらに広範な金融サービスをさらに
広域に展開してまいります。

当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主の議決権に
対する割合

―

729,113

40,000,000

平成１９年４月２日
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2.

当該株式交換の目的

株式交換比率

株式交換比率の算定根拠
上記の株式交換比率については、当行の依頼に基づき、株式会社ＫＰＭＧ　ＦＡＳ
が、一定の前提の下にディスカウンテッド・キャッシュフロー法及び株価倍率法に
よって当行とふくおかフィナンシャルグループそれぞれの１株あたり株主資本価値
を算出したうえ、財務的見地から妥当である旨の意見を表明しております。当行と
しては、かかる株主資本価値の算出根拠及び意見を踏まえ、当行株式に対する非流
動性割引その他の事情も総合的に考慮して、株式交換比率を算定いたしました。な
お、この比率は、平成19年4月2日を効力発生日として行われた当行及び株式会社熊
本ファミリー銀行による共同株式移転における当行普通株式とふくおかフィナン
シャルグループの普通株式との株式移転比率と同一であります。

当行は、平成19年4月17日開催の取締役会において、「株式会社ふくおかフィナンシャ
ルグループ」（以下「ふくおかフィナンシャルグループ」といいます。）を完全親会社
とする会社法７６７条の規定に基づく株式交換契約を承認することを決議し、契約を締
結しております。

ふくおかフィナンシャルグループは、当行及び株式会社熊本ファミリー銀行による
平成19年4月2日を効力発生日とする共同株式移転により設立されましたが、当行が
発行する第２回劣後特約付無担保転換社債がふくおかフィナンシャルグループに承
継されないことから、本転換社債の転換請求期間満了日までに本転換社債の転換に
より交付される当行の普通株式のすべてをふくおかフィナンシャルグループの普通
株式に交換し、当行がふくおかフィナンシャルグループの完全子会社となるため
に、今回の株式交換を行うこととするものです。

当行の普通株式１株に対し、ふくおかフィナンシャルグループの普通株式１株を割
当交付します。ただし、ふくおかフィナンシャルグループが所有する当行普通株式
については割当交付を行いません。

（1）

（2）

（3）
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　　　平成１８年 ４月　１日  から　　　　
　　　平成１９年 ３月３１日  まで　　　　

（単位：百万円）
　　科　　　　　　目 金 額

183,508
135,270

貸 出 金 利 息 97,822
有 価 証 券 利 息 配 当 金 35,290
コールローン利息及び買入手形利息 501
預 け 金 利 息 154
そ の 他 の 受 入 利 息 1,501

2
33,673
2,448
7,999
4,115

125,887
29,498

預 金 利 息 7,524
譲 渡 性 預 金 利 息 485
コールマネー利息及び売渡手形利息 527
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 5,565
借 用 金 利 息 1,450
社 債 利 息 1,055
新 株 予 約 権 付 社 債 利 息 128
そ の 他 の 支 払 利 息 12,759

10,578
1,212

74,247
10,351

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 6,134
そ の 他 の 経 常 費 用 4,216

57,621
0

0
1,499

439
1,060

56,121
23,928

△1,953
288

33,858

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

固 定 資 産 処 分 益

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

特 別 利 益

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損

当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

連 結 損 益 計 算 書

少 数 株 主 利 益

減 損 損 失

役 務 取 引 等 収 益

資 金 運 用 収 益

経 常 収 益

信 託 報 酬

特 定 取 引 収 益

そ の 他 業 務 収 益
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連結損益計算書の注記

注 1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. １株当たりの当期純利益金額 ４９ 円 ５６銭
3. 潜在株式調整後１株当たりの当期純利益金額 ４６ 円 ９４銭
4.

5.

特定取引目的の取引については、取引の約定時点を基準とし、当該取引からの損益を連結損益計算書
上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券、金銭債
権等については前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品につい
ては前連結会計年度末と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えてお
ります。
「その他の経常費用」には、当行の利息返還損失引当金繰入１，１４１百万円、債権売却損４５３百
万円を含んでおります。

－２１－
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